
電気工事業者の登録等の手続について 

 

電気工事を業として行う方は、電気工事業の業務の適正化に関する法律（電気工事業法）

に基づき、登録、届出又は通知の手続をしなければ電気工事を行うことができません。 

申請等の手続は、電気工事業者が行おうとする工事の形態等で決まっています。下記の表

及びフロー図を参考にしてください。 

なお、岡山県の区域内のみに営業所を設置している場合は岡山県知事へ、二以上の都道府

県の区域内に営業所を設置している場合は、中国四国産業保安監督部又は経済産業大臣へ申

請してください。 

登録の有効期間は５年間で、５年経過後も引き続き電気工事業を行う場合は、有効期間満

了前までに更新登録手続が必要です。 

工事の形態 電気工事業法 
建設業法 

（※） 

電気工作物の種類 
一工事の請負

金額（税込） 
登録 届出 通知 許可 

・一般用電気工作物等 

かつ自家用電気工作物 

・一般用電気工作物等のみ 

500万円未満 ○ － － － 

500万円以上 － 
○ 

（みなし登録） 
－ ○ 

・自家用電気工作物のみ 

500万円未満 － － ○  

500万円以上 － － 
○ 

（みなし通知） 
○ 

・事業用電気工作物 

 （500kW未満の需要設備を除く） 

500万円未満 － － － － 

500万円以上 － － － ○ 

 ○印の申請が必要です。 

 「登録」 → 電気工事業者登録申請書 

 「届出」 → 電気工事業開始届出書 

 「通知」 → 電気工事業開始通知書 

  ※建設業法に基づく許可は、岡山県土木部監理課建設業班で行っています。 

 

 【一般用電気工作物】 

  電気工事士法第２条第１項に規定される「一般用電気工作物等」は、電気事業法（昭和

39年法律第170号）に規定される以下の電気工作物をいう。概括的にいえば、一般家庭、商

店等の屋内配線設備等のこと。 

・電気事業法第38条第１項に規定する「一般用電気工作物」（電気を使用するための電気

工作物であり、600V以下で受電され、その構内において受電するための電線路以外の

電線路に接続されていない電気工作物、又は一定出力未満の小規模発電設備であって

その構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない電気工作物） 

・電気事業法第38条第３項に規定する「小規模事業用電気工作物」（低圧電線路以外の電

線路で構外の電気工作物と接続されていない出力10kW以上50Kw未満の太陽電池発電設

備又は出力20Kw未満の風力発電設備） 

 

 

 



 【自家用電気工作物】 

  電気工事士法第２条第２項に規定される「自家用電気工作物」は、電気事業法第38条第

４項に規定する自家用電気工作物であって、小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、

最大電力500kW以上の需要設備（電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内（発

電所又は変電所の構内を除く。）に設置する電気工作物（電気事業法第２条第１項第18号に

規定する電気工作物をいう。））、その他の経済産業省令で定めるものを除く自家用電気工作

物のこと。 

概括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビルや工場等に設置される

受電設備、発電所以外の受電設備、構内電線路、負荷設備等のこと。 

 

【事業用電気工作物】 

  電力会社が電力供給のために設置する発電、送電、変電、配電等の電気工作物（ダム、水

路、貯水池などを含む。）をいう。



 

　電気事業法においては、電気工作物は次のように分類されていますが、電気工事士法及び電気工事業法が適用される電気工作物は、

一般用電気工作物等及び自家用電気工作物（最大電力500kW未満の需要設備のみ）です。（下図の の部分）

電気工作物

一般用電気工作物

事業用電気工作物

自家用電気工作物

小規模事業用

電気工作物

最大電力500kW以上の需要設備、

需要設備以外の発電所、変電所

最大電力500kW未満の需要設備

①

簡易電気工事

・600V以下で受電する需要設備（受電の場所と同一の構内で使用するものに限る。）

・小規模発電設備（太陽光発電設備（10kW未満）、水力発電（20kW未満）、

内燃力発電（10kW未満）、 燃料電池発電（10kW未満）。 ただし、 合計の

出力が50kW未満であること。）

一般用電気工作物以外の電気工作物

10kW以上50kW未満の太陽光発電設備

20kW未満の風力発電設備

電気主任技術者の監督下で工事

①②以外

・600V以下で使用

・ネオン工事

・非常用予備発電装置工事

電気事業用

電気工作物

発電所・送電線局 等

従事可能範囲

第一種電気工事士

第二種電気工事士

認定電気工事従事者

特殊電気工事資格者

②

特殊電気工事



 

電気工事業を始めたい

建設業許可を取得した？
取得済み取得していない

電気工事の種類は？ 電気工事の種類は？
一般用のみ

一般用及び自家用
or 自家用のみ

登録電気工事

業者登録登録書

→A-01

一般用のみ

一般用及び自家用
or 自家用のみ

電気工事業

開始通知書

→B-01

電気工事業

開始届出書

→C-01

電気工事業

開始通知書

→D-01

通知事項に

変更が生じた
業を辞めた 業を辞めた 業を辞めた

届出事項に

変更が生じた

通知事項に

変更が生じた

通知事項変更

通知書→B-03

電気工事業廃止

通知書→B-04

電気工事業に係る

変更届出書→C-02

電気工事業廃止

届出書→C-03

電気工事業に係る

変更通知書→D-02

電気工事業廃止

通知書→D-03

登録後５年経過する

登録事項に

変更が生じた

登録証を紛失した

登録行政庁変更

届出書→A=03

登録簿謄本の交付を受けたい

建設業許可を

取得した

地位を承継した

業を辞めた
登録電気工事業者

承継届出書→A-04

みなし登録 みなし通知

登録電気工事業者

更新登録申請書

→A-02

登録事項等変更

届出書→A-07

登録証再交付

申請書→A-10

・２以上の都道府県の区域内に

営業所を有することとなった

・岡山県の区域内における営業

所を廃止して、他の１の都道

府県の区域内に営業所を設置

することとなった

登録電気工事業者登

録簿謄本交付(閲覧)

請求書→A-11

電気工事業開始

届出書→C-01

電気工事業廃止

届出書→A-09

一般用：一般用電気工作物等

自家用：自家用電気工作物

※1 A-01等の記号は、HPに

記載の様式No.を表します。

※2 必要な添付種類等は、

各様式に記載しています。

登録後 通知後 届出後 通知後


